質疑回答内容公表

業務名　交差点整備計画更新業務委託
回答課　土木課
更新日　令和７年１２月１１日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和７年１２月３日
	①公告文（P.1）　履行期間
　履行期間の「90日間」には、土日祝日及び年末年始を含まないとの認識でよろしいでしょうか。
	令和７年１２月５日
	土日祝日及び年末年始を含めた履行期間としております。

	２
	令和７年１２月８日
	〇履行期間について
履行期間につき「契約締結日の翌日から90日間」とありますが、当初の契約時には想定できなかった何か不測の事態等があれば工期延期できるとの認識でよろしかったでしょうか。
もしその場合、最長でどれぐらい工期延期できるのでしょうか。
	令和７年１２月１０日
	安城市工事等施行に関する事務取扱要領第１２条及び第１３条のとおりです。

	３
	令和７年１２月９日
	特記仕様書にデータ収集及び簡易交通量調査を発注者が実施すると記載がありますが、実施済みでしょうか。未実施であれば実施スケジュールをご教示願います。
	令和７年１２月１１日
	基礎データの収集は順次進めており、１月上旬に収集完了を目途としております。
簡易交通量調査は未実施であり、実施予定は２月上旬を目途としております。

	４
	令和７年１２月９日
	特記仕様書　第３条 (2) カ　整備イメージ図に対する照査について質問させていただきます。

質問１. 抽出された交差点を基に、発注者にて交差点計画図素案を作成」と記載がありますが、交差点計画図素案の作成は、本業務の対象外の理解で相違ありませんか？

質問２. 万が一、交差点計画図素案の作成工程が遅延した場合、工期延期は可能でしょうか？
	令和７年１２月１１日
	回答１．お見込みのとおりです。
回答２． 安城市工事等施行に関する事務取扱要領第１２条及び第１３条のとおりです。


